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療
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叢
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市中

戸

正

雄

繍

言

世
の
中
に
資
産
者

k
い
ふ
一
圏
の
人
々
が
あ
る
。
彼
等
は
嘗
て
蓄
積
し
た
資
財
の
利
子
に
て
悠
ふ
と
し
て
生
活

し
て
居
る
。
共
資
財
が
嘗
て
自
ら
の
能
力
を
活
用
し
、
苔
勢
し
た
結
果
の
塊
だ
と
い
ふ
こ
と
も
あ
る
が
、
共
一
か
自

ら
殆
ん

E
奥
ら
や
、
唯

r受
理
の
賜
で
あ
り
、
共
意
思
に
従
ひ
又
は
法
律
規
定
の
御
蔭
で
縫
承
す
る
こ
と
に
な
っ

た
と
い
ふ
こ
と
も
あ
り
、
或
は
園
家
枇
舎
の
稜
展
の
結
果
、
勢
せ
や
し
て
其
牧
盆
が
殖
炉
え
、
共
元
本
債
値
が
加
は

っ
た
と
い
ふ
こ
左
も
あ
っ
て
、
少
く
と
も
現
在
に
は
殆
ん
ど
自
ら
努
力
せ
や
し
て
、
眠
っ
て
居
ら
う
と
、
病
気
に

資
産
者
主
謀
積
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四
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資
産
者
と
課
税

第
四
十
二
審

九
六
四

第
六
時
制

か
か
ら
う
と
、
外
の
仕
事
に
耽
っ
て
居
ら
う
と
、
遊
び
戯
れ
て
居
ら
う
と
、
或
は
旗
行
し
て
居
ら
う
と
、
時
冷
刻

'q

に
利
子
が
入
り
来
り
、
債
値
が
増
加
し
て
行
〈
の
で
あ
る
。
掬
に
以
て
葱
ま
れ
た
者
で
あ
る
。
而
か
も
現
行
税

制
に
て
は
其
特
に
動
的
資
本
の
持
主
は
此
の
枇
か
ら
し
で
も
最
寛
大
に
扱
は
れ
て
居
る
の
で
あ
る
。
ま
た
椴
令
彼

等
に
は
正
面
か
ら
重
課
ら
れ
た
と
し
て
も
、
他
人
に
之
ぞ
轄
嫁
す
る
こ
と
が
容
易
で
あ
り
、
遺
脱
す
る
こ
と
も
割

会
に
容
易
で
あ
る
。
而
か
も
之
と
劃
立
し
て
、
枇
舎
の
他
方
に
は
、
勤
勢
者
大
衆
と
い
ふ
一
園
が
め
っ
て
、
其
人

遣
は
日
ιr
替
今
と
し
て
働
け
ど
色
働
け
ど
も
、
貧
乏
に
迫
は
れ
遁
ほ
し
で
あ
り
、
時
と
し
て
は
働
か
う
と
し
て
も

共
働
き
光
な
く
、
働
先
は
あ
っ
て
も
、
生
理
上
の
故
障
で
働
主
将
な
い
こ
と
ち
あ
り
、
共
上
に
現
行
税
制
で
は
泊

費
税
が
飽
迄
重
〈
、
肢
に
此
炉
重
い
ば
か
り
で
な
く
、
此
先
き
増
税
-
と
い
ふ
と
共
が
其
上
に
も
増
加
さ
れ
名
可
能

性
が
あ
り
、
観
令
直
接
税
に
て
増
税
が
行
は
れ
で
も
共
も
亦
た
弱
い
彼
等
の
上
に
轄
嫁
せ
ら
る
る
可
能
性
も
あ

る
。
彼
等
は
結
局
多
〈
の
揚
合
、
縁
の
下
の
力
持
を
す
べ
き
の
運
命
に
あ
る
。

rか
ら
彼
等
が
利
殖
者
を
嫉
視
す

る
こ
と
に
な
る
の
も
無
理
か
ら
ぬ
。
其
が
吐
曾
争
閥
、
乃
至
革
新
運
動
の
動
機
と
も
な
る
の
で
あ
り
、
盤
神
機
構

の
改
正
と
か
財
政
税
制
の
改
正
と
か
を
産
み
出
す
の
で
も
あ
る
。
今
回
の
事
費
(
一
了
ニ
六
事
件
)
を
契
機
と
す
る

改
革
も
亦
に
此
に
動
因
を
有
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
姦
に
私
は
租
稜
か
ら
見
た
安
産
者
の
地
位
の
現
肢
を
検
べ
、

夏
に
之
に
劃
す
る
の
方
策
を
考
究
し
て
見
ゃ
う
と
思
ふ
。

第
一
段

資
産
者
の
租
税
能
力



資
産
者
一
か
我
現
行
法
上
に
て
何
ん
な
地
位
に
立
っ
か
を
説
〈
前
に
、
彼
等
が
本
来
、
租
税
論
上
何
う
扱
は
れ
て

居
る
か
、
如
何
な
る
程
度
の
給
付
能
力
を
有
つ
も
の
と
見
ら
れ
て
居
る
か
か
ら
説
か
う
左
思
ふ
。

↓
↓
般
資
産
者
の
能
力

向
原
則
i

此
階
紐
者
は
一
般
に
い
ふ
て
、
最
も
恵
ま
れ
た
る
階
級
者
で
あ
り
、
同
一
審
の
所
得
を
き
と

し
て
は
、
他
の
何
れ
の
階
級
者
ち
よ
り
色
一
一
層
有
利
で
あ
ち
市

一
一
層
多
〈
の
能
力
を
有
っ
と
見
ら
れ
名
。
其
鮪
は

私
が
晶
題
、
コ
「
仁
勤
持
所
得
者
に
封
す
る
資
産
所
得
者
の
能
力
の
一
一
腐
大
な
る
こ

2
を
就
い
た
所
に
て
明
和
引
な
る
如
〈

-T
め
る
。
削
叫
+
句
読
践
者
は
勤
掛
者
約
一
有
つ
不
利
を
鍬
号
、
劃
掛
北
引
の
有
士
吉
る
有
利
を
有
り
の

T
め
る
。
今
此
に

之
を
夏
め
て
概
括
す
れ
ば
、
彼
は
働
か
十
し
て
卸
ら
無
銭
に
し
て
、
随
っ
て
苦
痛
を
も
仲
は
や
し
て
利
子
所
得
を

ぱ
韓
請
的
反
覆
的
に
奉
げ
て
共
に
よ
り
生
活
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
不
時
の
出
来
事
の
矯
め
に
利
子
不
捕
の
厄
に

活
ひ
、
又
は
臨
時
の
大
必
要
の
生
じ
た
と
き
に
は
、
容
易
に
其
元
本
財
産
を
責
却
し
又
は
措
保
k
し
て
借
入
を
鵡

し
、
叉
は
共
も
の
を
引
出
し
て
共
用
に
克
て
る
こ
と
が
出
来
、
以
て
生
活
の
保
障
が
備
は
つ

τ居
与
、
共
あ
る
が

故
に
、
他
日
の
困
難
を
珠
想
し
で
特
別
の
蓄
積
を
し
て
置
く
必
要
も
な
く
、
か
く
し
て
彼
等
に
と
り
で
は
特
別
蓄

積
の
必
要
の
な
い
の
に
、
却
っ
て
少
し
く
用
心
深
け
れ
ば
、
自
ら
に
蓄
積
が
出
来
て
、
其
慮
か
ら
も
他
日
事
あ
石

時
の
準
備
が
出
来
る
。
彼
等
は
叉
其
所
得
を
得
る
が
矯
め
に
は
特
別
な
る
休
養
、
祭
養
を
取
る
の
必
要
員
百
な
け
れ

ぱ
、
更
に
勤
勢
所
得
を
得
る
の
必
要
は
な
い
が
、
名
血
骨
の
矯
め
に
、
又
は
遭
難
と
し
て
仕
事
に
就
か
う
と
す
れ
ば

同
じ
も
の
な
ら
、
彼
等
に
は
無
産
者
よ
り
色
信
用
が
大
い
だ
け
に
、
容
易
に
之
を
見
付
け
る
こ
と
が
出
来
、
叉
、
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其
の
必
要
は
な
し
と
し
て
強
ゐ
て
之
を
求
め
争
、
随
っ
て
平
生
は
無
銭
に
て
暮
ら
す
と
し
て
、
共
場
合
に
は
此
に

遊
ん
で
居
る
能
力
が
あ
り
、
少
し
く
慾
を
出
し
て
働
か
う
と
す
れ
ば
、
之
を
活
用
し
て
一
一
膚
の
所
得
を
増
す
こ
と

が
出
来
る
。
又
、
共
有
つ
資
産
の
中
に
は
、
世
の
中
の
自
然
の
推
移
に
よ
り
て
無
銭
に
し
て
償
値
の
増
加
す
る
も

の
が
め
っ
て
、
共
か
ら
絵
得
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
、
此
等
は
す
べ
て
無
産
者
の
得
る
こ
と
の
出
来
守
し
て
、
濁

hJ
有
産
者
の
占
め
ら
れ
る
省
利
で
あ
る
o

共
・
も
此
等
の
有
利
な
る
地
位
が
自
己
一
身
の
み
な
ら
中
、
子
冷
孫
。
に

ま
で
俸
へ
ら
れ
る
や
う
に
も
な
っ
て
居
る
。
か
く
て
彼
等
が
粗
税
能
力
の
上
に
一
一
層
有
利
だ
と
い
ふ
こ
ム
」
は
原
則

a

、
i
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町
若
干
の
不
利
ー
ー
た
だ
彼
等
に
も
若
干
の
不
利
は
あ
る
、
其
れ
だ
け
彼
等
の
有
利
が
減
殺
さ
れ
る
。
共
と
同

も
の
は
無
産
者
に
は
な
い
け
れ
E
も
、
共
に
代
る
も
の
は
無
産
者
に
も
あ
る
か
ら
、
共
あ
る
故
に
有
産
者
が
無
産

者
よ
り
も
一
層
不
利
正
は
な
ら
な
い
。
共
は
下
の
如
し
。

い
心
中
に
於
け
る
不
安
不
快
l
l
-と
い
ふ
も
の
が
共
第
一
で
あ
石
。
有
産
者
の
地
位
は
恵
ま
れ
て
居
る
だ
け

に
、
多
数
の
民
衆
か
ら
は
常
に
嫉
視
羨
望
さ
れ
て
居
る
。
共
が
近
頃
は
段
ん
咋
と
甚
し
〈
な
り
、
共
こ
と
が
鈍
戚
の

人
に
は
何
で
も
な
い
で
あ
ら
う
が
、
神
経
過
敏
な
有
産
者
に
と
り
で
は
甚
だ
以
て
不
快
で
あ
る
。
又
、
常
に
盤
糟

機
構
の
改
造
と
か
器
使
草
左
か
の
撃
を
き
き
、
何
時
共
地
位
を
奪
は
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
と
い
ふ
不
安
、
恐
怖
を
も
有
た

rt
る
を
得
ぬ
。
ま
た
其
が
単
な
る
心
配
だ
け
に
止
ま
ら
争
、
現
買
に
色
多
少
と
も
制
限
を
加
へ
ら
れ
つ
つ
め
っ
て
、

世
界
大
戦
後
に
、
何
れ
の
闘
に
て
も
有
産
者
の
地
位
が
一
一
暦
不
確
と
な
っ
た
と
せ
ら
れ
忍
。
財
産
制
度
の
襲
革
ほ

Moll， l.ehrbuch， S. 394・2) 
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更
に
其
引
下
運
動
な
ど
に
脅
か
さ
れ
、
何
ん
な
形
に
て
投
資
し
て
も
心
配
な
し
と
い
ふ
も
の
は
な
い
。
苦
に
す
れ
」
お

山

m
m
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大
し
て
甚
し
き
も
の
と
な
り
得
ぬ
と
し
て
も
、
差
蛍
り
貨
幣
制
度
が
不
安
定
と
な
り
、
財
政
需
要
の
膨
脹
の
勢
の

大
い
と
き
に
、
イ
ン
フ
レ

l
h
y
ヨ
シ
の
危
険
が
目
睦
に
あ
り
て
、
此
が
一
部
財
産
者
の
財
産
を
落
す
の
不
安
を
以

て
脅
仇
す
。
特
に
有
産
者
は
常
に
出
来
る
だ
け
確
貫
且
つ
有
利
な
る
投
資
口
を
求
め
て
、
投
資
先
き
を
時
半
刻
々

の
事
態
の
推
移
に
腰
じ
て
襲
更
し
て
往
か
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
だ
が
、
共
慮
に
も
却
冷
の
心
配
苦
勢
が
あ
る
。

常
に
不
安
に
襲
は
れ
つ
つ
冒
険
eg
・
も
錯
す
の
で
あ
る
。
投
資
の
聞
に
投
機
を
色
魚
河
h
M
d

る
を
得
ぬ
ご
と
い
い
な
る
。

そ
し
て
公
債
に
投
資
し
て
居
れ
ば
、

安
杢
此
上
も
な
き
ゃ
う
に
見
へ
で
も
、
寅
は
此
に
色
借
換
の
恐
が
あ
り
、
平

首
HV.
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M
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貨
幣
債
値
下
落
の
心
配
が
あ
る
。

株
券
な
れ
ば
営
該
事
業
の
推
移
、

一
般
財
政
経
糟
の
麺
化
な
ど
、

一
層
多
数
の

動
機
に
よ
り
て
債
値
の
動
揺
す
る
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
や
、
小
作
地
、
貸
家
に
で
も
、
貸
料
の
不
捕
、
滞
納

ぱ
投
資
者
た
り
有
産
者
た
る
の
地
位
は
陶
に
以
て
う
る
さ
き
色
の
で
あ
る
。
資
産
者
の
有
利
と
い
ふ
て
色
、
す
べ

て
此
不
安
不
快
に
て
相
殺
さ
れ
る
と
も
い
へ
る
。
併
し
其
地
位
に
伴
ふ
不
安
不
快
は
何
れ
の
階
級
に
も
あ
る
の
で

あ
り
、
無
産
者
に
も
亦
別
の
不
安
不
快
が
あ
る
。
彼
等
が
苦
し
き
勤
め
に
就
〈
の
は
一
の
不
快
で
あ
り
、
特
に
他

人
か
ら
卑
め
ら
れ
る
仕
事
に
携
は
る
場
合
は
最
も
然
り
と
す
る
。
彼
等
は
叉
、
仕
事
を
失
ふ
の
不
安
、
給
料
低
下

の
不
安
、
物
債
騰
貴
の
不
安
等
冷
を
有
つ
。
だ
か
ら
不
安
不
快
は
何
れ
に
も
あ
り
、
而
か
も
有
っ
た
者
は
奥
へ
る

こ
と
が
出
来
て
色
有
た
ぬ
者
は
典
へ
る
こ
と
は
出
来
ぬ
。
有
っ
た
者
が
有
つ
の
が
嫌
と
あ
れ
ば
人
に
典
へ
る
こ
と

資
産
者
と
課
枕
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四
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二
巻

九
六
七
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資
産
者
と
課
税

第
四
十
二
巻
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第
六
一
務

ム

ノ、

は
よ
り
て
容
易
に
其
虞
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
併
し
有
た
ぬ
こ
k
の
苦
し
み
は
人
に
譲
る
こ
と
は
出
来

十
、
之
か
ら
逃
れ
る
矯
め
に
は
人
の
物
を
盗
取
す
る
か
、
死
ぬ
る
か
よ
り
外
な
い
。
有
産
者
の
地
位
と
無
産
者
の
地

位
と
何
れ
を
採
る
か
と
い
へ
ば
、
人
は
矢
張
り
有
産
者
を
採
る
で
あ
ら
う
。
同
じ
く
不
安
不
満
と
い
ふ
て
も
有
産

者
の
方
が
ま
だ
ま
し
な
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
此
不
安
不
快
は
有
産
者
の
有
利
な
る
地
位
を
緩
め
る
も
の
で
は
あ

あ
が
、
併
し
無
産
者
と
の
相
封
的
に
て
は
共
の
弱
味
と
出
な
ら
な
い
。

ろ
人
格
完
成
の
妨
げ
I

|
人
が
生
活
じ
不
足
な
た
其
安
定
を
保
障
さ
れ
て
居
る
こ
と
は
拘
に
率
頑
な
こ
と

ご
ち
5
0
・
民
主
忌
コ

C
融
市

r
泊
り
尋
5
ろ
で
ち
コ
ピ
‘
主
古
rAE
回
収
記
事
当

-
1
勺
変

-
1
切
り

c
k
名
古
克
二
背
広

〈

a

7

・1
J
j
d
-

一

H
U
fぷ
y

，f
a

(

a

t

4

・

r
i
f
-
-
4
1
1
L
J
A】

i

j

t

l

J

l
喧

j

・1
5
』
l
坤

T
l

し
得
る
。
無
産
者
に
て
は
其
れ
だ
け
の
徐
裕
な
〈
、
唯

r々
'
中
共
日
の
生
活
に
遣
は
れ
て
、
共
人
格
な
ど
を
顧
み

る
暇
は
な
い
。
ま
し
て
貧
乏
な
上
に
色
能
力
恵
ま
れ
宇
健
康
も
恵
ま
れ
な
い
と
き
に
は
、
到
底
、
其
人
格
完
成
に

努
め
る
の
徐
裕
は
な
い
。
併
し
叉
資
産
一
か

E
大
で
あ
り
、
富
一
か
有
り
あ
ま
る
ほ

E
の
と
き
に
は
、
奮
援
す
る
の
必

要
は
な
〈
、
自
ら
進
取
の
気
象
が
出
て
来
十
、
有
つ
物
を
守
る
こ
と
に
迫
は
れ
、
能
っ
た
精
力
は
奪
修
、
享
襲
、

淫
逸
に
向
け
ら
れ
て
、
自
ら
に
人
格
は
堕
落
し
、
人
間
左
し
て
は
見
下
げ
果
て
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
人
は

多
〈
財
産
を
持
っ
と
き
に
は
、
共
奴
隷
と
な
り
、
財
産
以
下
の
者
と
な
っ
て
し
ま
う
。
だ
か
広
多
〈
財
産
を
有
つ

と
い
ふ
こ
左
は
ひ
し
ろ
人
聞
と
し
て
は
大
な
不
幸
で
あ
る
b

最
幸
頑
な
る
人
は
、
共
は
多
少
の
財
産
色
あ
り
、
併

し
其
ば
か
り
で
は
足
ら
争
、
相
官
の
努
力
を
要
し
、
努
力
を
魚
す
と
き
に
生
活
に
或
度
の
徐
裕
一
か
出
来
、
若
干
の

餓
暇
も
め
っ
て
、
共
に
で
修
養
を
怠
ら
守
、
物
資
の
外
に
、
心
の
糧
を
も
取
り
得
る
の
鈴
力
め
る
も
の
で
あ
る
占



所
請
中
産
者
で
あ
る
。
財
産
は
各
人
に
と
り
で
は
有
り
過
ぎ
て
は
い
か
や
、
無
く
て
も
い
か
や
、
中
庸
を
貴
し
と

す
る
。
費
産
者
中
の
上
層
部
は
擦
の
足
ら
r
d
る
こ
左
に
於
て
、
却
っ
て
不
幸
で
あ
る
。
併
し
無
産
者
に
も
修
養
の

飴
裕
な
き
の
不
幸
が
あ
っ
て
相
殺
す
る
。
と
い
ふ
事
が
め
る
の
だ
け
れ
ど
も
、
併
し
一
一
般
俗
人
か
ら
見
れ
ば
、
徳

の
備
は
ら
ぎ
る
大
財
産
者
の
地
位
の
方
が
、
矢
張
り
中
産
者
よ
り
色
多
〈
還
ま
る
る
で
あ
ら
う
。

何
者
干
の
疑
問
ー
ー
か
く
し
て
有
産
者
と
無
産
者
と
ぞ
憶
力
上
に
掛
立
し
て
差
等
課
税
す
る
の
は
、
今
日
一
般

に
・
認
め
ら
る
る
所
だ
が
、
此
区
別
に
は
若
干
の
疑
問
又
は
非
難
を
魚
す
も
の
炉
あ
る
C

一
左
の
如
し
。

川
北
者
叫
い
ム
、
北
対
皮
皆
川
相
仰
に
崎
北
パ
川
得
に
織
輔
佐
川
め
hJh
凱
川
伊
川
科
ー
は
一
附
惜
し
か
h
h

レ
か
ん
齢

者
一
か
一
一
暦
有
利
で
あ
る
と
い
ふ
け
れ
ど
も
、
積
共
も
の
も
亦
自
ら
前
者
に
は
樺
績
的
に
課
せ
ら
れ
、

後
者
に
は

時
的
に
課
せ
ら
る
る
の
だ
か
ら
、
共
に
て
埋
合
は
つ
い
て
居
り
、
随
ふ
て
別
に
共
課
税
に
差
等
つ
け
る
日
は
及
ぱ

ぬ
で
は
な
い
炉
と
。
併
し
此
二
の
所
得
の
相
達
、
資
産
所
得
の
勤
勢
所
得
に
比
し
て
の
優
越
性
は
右
の
外
に
も
幾

此
一
賄
だ
け
か
ら
こ
の
色
の
の
差
等
課
税
を
否
定
す
る
は
嘗
ら
ぬ
。

多
の
も
の
が
あ
る
だ
か
ら
、

ろ
有
産
者
を
無
産
者
よ
り
も
重
課
す
る
こ
と
に
針
す
忍
一
の
非
難
は
、
此
が
有
産
者
を
不
利
と
し
、
其
蓄
積

心
を
姐
喪
せ
し
め
、
資
本
造
成
の
妨
げ
と
な
る
と
い
ふ
の
で
あ
る
。
併
し
共
が
多
少
は
あ
る
に
し
て
も
、
其
位
の

こ
と
で
、
有
産
者
が
太
し
〈
蓄
積
心
を
失
ふ
と
い
ふ
こ
と
は
あ
る
ま
い
。

は
財
産
的
所
得
に
で
も
其
が
嘗
て
勤
勢
か
ら
出
た
所
得
の
蓄
積
さ
れ
た
も
の
か
ら
出
る
場
合
の
如
き
、
其
所

得
者
に
と
り
で
は
共
利
子
所
得
が
恰
か
も
勤
勢
所
得
と
脅
し
く
、
自
ら
儲
け
た
志
の
と
い
ふ
気
持
が
存
す
忍
で
あ

資
産
者
と
課
税

第
四
十
二
巻

第
六
披

九
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九

七
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資
産
者
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課
税

第
六
時
蜘

第
四
十
二
巻

ハ
?
っ
し
、
特
に
共
が
嘗
て
非
常
に
苦
勢
し
た
結
果
だ
と
い
ふ
こ
と
も
あ
つ
も
、
之
に
重
課
す
る
に
は
忍
び
ぬ
こ
と

九
七

O

i¥. 

が
あ
る
。
又
は
共
慮
に
は
財
産
所
得
と
勤
勢
所
得
と
を
匡
別
し
難
き
も
の
が
あ
る
と
も
い
ふ
。
併
し
か
か
る
勤
勢

か
ら
出
た
財
産
所
得
と
て
も
、
所
得
が
現
に
は
勤
労
金
件
は
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
現
在
の
勤
勢
所
得
に
比
し
て
は

一
一
層
に
出
し
日
現
き
も
の
と
い
ふ
こ
と
が
出
来
る
。

に
或
は
差
等
課
枕
の
原
則
を
認
め
る
と
し
て
も
、
如
何
な
る
度
合
に
で
差
等
す
る
や
、
数
字
怖
に
精
確
に
は

f

、

.

之
を
定
め
難
し
と
い
ふ
非
難
も
あ
る
。
併
し
此
種
の
非
難
は
濁
り
此
場
合
の
み
で
な
〈
、
岡
玲
港
率
に
つ
い
て
も
あ

'
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b
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v
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J
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p
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:古一日

qtt
，
f
u

，A
7
U引
4
1

い
で
あ
ら
う
。
累
遣
に
つ
い
て
之
を
許
す
以
上
、
此
慮
に
も
之
を
許
し
得
る
。

二
資
産
者
内
部
に
於
け
4
9
能
力
の
差
等

小
川
上
層
部
と
下
層
部
|
|
大
資
産
者
大
財
産
者
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
資
産
者
有
産
者
と
し
て
の
特
徴
が
著
し

く
現
は
れ
、
下
層
と
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
無
産
者
に
近
づ
〈
。
小
資
産
者
は
利
子
の
み
に
て
は
生
活
は
出
来
争
、
其

財
産
を
土
牽
と
し
て
管
業
を
管
み
、
又
は
別
に
翠
な
る
勢
務
に
も
服
し
て
所
得
を
畢
げ
、
漸
く
生
活
を
途

σる
の

で
あ
る
。
大
瞳
、
大
財
産
者
ほ
ど
経
済
上
は
楽
で
あ
り
、
能
力
は
割
合
に
一
一
層
大
い
。
随
っ
て
大
財
産
者
ほ
ど
一

層
重
課
し
、
帥
ち
累
進
課
税
を
勤
め
る
こ
と
に
も
な
る
の
で
あ
る
。
唯

r近
頃
、
資
本
造
成
の
重
大
性
が
認
め
ら

る
る
こ
と
に
な
り
で
は
、
共
の
資
本
造
成
と
い
ふ
こ
と
が
貫
は
一
一
層
大
所
得
を
奉
ぐ
る
者
に
て
一
一
暦
多
〈
行
は
る

る
の
で
、
む
し
ろ
此
の
如
き
も
の
を
ば
一
一
暦
寛
大
に
課
税
す
べ
し
と
い
ふ
考
も
町
て
来
た
。
叉
既
に
現
制
下
に
て
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Silverman， Taxation~ p. 77・
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は
直
接
税
に
で
も
例
之
、
牧
益
耽
に
て
は
、
比
例
課
税
が
多
〈
行
は
れ
て
大
資
産
者
割
合
に
寛
大
に
取
扱
は
れ

τ

居
る
し
、
特
に
消
費
暁
の
負
携
か
ら
し
て
一
一
暦
寛
大
に
取
扱
は
れ
で
も
居
る
。
尚
共
上
に
も
大
所
得
者
ほ
ど
一
層

容
易
に
所
得
を
隠
匿
す
る
と
い
ふ
こ
れ
}
の
出
来
る
可
能
性
も
あ
っ
て
、
割
合
に
負
携
が
楽
に
な
っ
て
居
る
の
で
も

あ
る
。的

不
動
産
者
・
と
動
産
者
!
i
k
の
掛
立
が
め
る
。
其
中
に
で
も
庇
ら
に
土
地
と
家
屋
、
同
じ
土
地
に
で
も
山
林

田
畑
、
市
街
地
な
ど
に
よ
り
異
h
、
薄

L
〈
動
産
に
で
色
貨
物
、
現
金
、
預
金
、
貸
金
、
信
託
、
一
枇
債
.
公
債
、

L
k
n
a
p
司ード
f
p
h
し、戸

-
f
h
、〉。

b
E
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L

，
〉
、
、
、

h
v
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p
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バ
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4
L
H
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t
b
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h
y
M
T
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〉
T
'
L
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山

レ

山

川

F
J市
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4
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l
L
I
l
y
t
k
h
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4
誕
百
一

h
苦
Hじ

l
叫
凶
」
十

L
1
1

色
、
巧
み
に
物
ぞ
移
し
て
柱
っ
て
金
程
上
確
買
を
期
す
る
と
い
ふ
の
な
れ
ば
、

勿
論
、
近
代

動
産
で
も
出
来
る
。

的
投
資
を
し
て
物
を
移
し
か
へ
る
の
に
は
動
産
が
勝
hJ
、
又
一
一
暦
利
廻
も
良
い
。
確
貨
を
保
持
し
つ
つ
利
益
を
色

一
一
層
拳
げ
る
の
に
は
動
産
の
方
が
一
一
層
良
〈
、
特
に
い
ぎ
積
を
排
は
う
と
し
て
は
、
動
産
な
れ
ば
一
一
暦
容
易
に
責

却
も
し
得
ら
れ
、
櫓
保
に
入
れ
て
借
金
色
出
来
る
。
不
動
産
は
此
等
に
つ
き
不
利
で
あ
る
、
利
廻
も
薄
い
。
唯
恰

・6
不
動
産
の
責
り
難
い
慮
に
、
容
易
に
手
離
さ
な
い
所
か
ら
来
る
確
さ
が
あ
り
、
共
慮
に
古
い
考
へ
方
か
ら
の
確

さ
が
め
り
、
慣
習
上
外
部
か
ら
も
確
の
や
う
に
見
ら
れ
、
信
用
を
得
る
こ
と
が
出
来
、
自
然
増
債
の
望
も
多
〈
、

随
ふ
て
は
利
廻
が
薄
く
て
も
喜
ん
で
持
手
が
あ
る
の
で
あ
る
。
此
等
の
不
動
産
に
於
け
る
無
形
の
債
値
、
希
望
の

増
加
債
値
な

E
を
考
ふ
る
と
、
同
一
所
得
で
も
此
方
が
一
一
層
多
〈
を
携
ひ
得
る
静
で
は
あ
る
。
卸
ち
能
力
は
不
動

産
に
一
一
層
大
い
と
い
ひ
得
る
。
之
に
劃
し
て
動
産
の
方
が
大
龍
、
貨
幣
に
換
え
る
こ
と
が
一
層
容
易
な
ピ
け
に
、

資
産
者
と
謀
枕

第
六
時
制

九

第
四
十
二
巻

九
七
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資
産
者
と
課
税

第
四
十
二
巻

九
七

第
占
ハ
時
現

O 

出
し
易
く
措
ひ
日
現
い
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
。
被
れ
是
れ
考
へ
来
る
と
、
此
二
の
も
の
に
は
、
あ
ま
り
に
差
等
を
し

な
〈
て
良
い
こ
と
に
も
な
ら
う
。

何
定
額
貨
幣
所
得
の
資
産
者
と
非
定
額
貨
幣
所
得
の
資
産
者
1

ー
と
の
劃
立
が
め
る
o
定
額
貨
幣
所
得
者
と
は
、

例
之
官
吏
な

E
の
如
き
も
の
で
、
所
得
は
法
令
に
定
ま
っ
た
額
の
貨
幣
に
て
支
給
さ
れ
、
貨
幣
債
値
が
遭
っ
て
も

容
易
に
之
が
種
へ
ら
れ
や
、

飴
程
後
れ
て
叉
少
い
皮
に
で
揮
へ
ら
れ
る
。

併
し
共
は
勤
持
者
だ
か
ら
此
に
は
措

号
、
資
産
者
に
て
は
、
岡
街
地
方
債
枇
債
預
金
貸
金
な

E
の
持
主
で
あ
る
。
彼
等
の
所
得
た
る
利
子
色
、
一
河
本
共

自
の
色
川
貨
幣
憤
値
の
減
少
に
よ
り
て
九
千
、
熔
.
地
佐
受
;
p
q
c

中
慨
し
〈
有
躍
有
一
ピ
ー
も
七
仙
川
家
尽
の
神
主
は
、

か
~~i' :~ 

る
場
合
、

地
代
家
賃
の
引
上
が
矢
張
り
六
っ
か
し
い
と
し
て
も
、
元
本
債
値
だ
け
は
維
持
し
得
る
。

土
地
だ
と
賃

物
地
代
の
左
き
に
は
一
向
に
不
利
を
受
け
な
い
。
近
頃
の
貨
幣
債
値
不
安
定
の
時
代
に
は
、
此
差
勤
の
存
す
る
こ

と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
ぬ
。
此
動
か
ら
い
へ
ば
少
く
と
も
買
物
地
代
の
地
主
は
他
の
有
産
者
よ
り
も
一
一
暦
有
利
な

罪
で
あ
る
。

倒
定
住
資
産
者
不
在
資
産
者
霊
資
産
者
|
|
或
地
を
標
準
と
し
て
見
れ
ば
、
資
産
者
中
に
は
、
誌
に
て
儲

け
て
共
地
に
定
住
し
て
生
活
す
る
が
あ
b
、
共
地
に
て
儲
け
な
が
ら
他
地
に
住
居
す
る
が
め
り
、
他
地
に
て
儲
け

て
其
地
に
別
荘
を
有
ち
又
は
宿
屋
住
居
を
し
叉
は
一
時
的
に
来
遊
し
て
消
費
す
る
が
あ
る
。
此
三
者
中
、
能
力
か

ら
は
同
と
し
て
も
、
共
地
方
経
済
繁
築
策
か
ら
い
ふ
と
、
第
三
の
者
を
一
番
優
待
す
べ
き
で
あ
り
、
世
舎
政
策
か

ら
い
ふ
と
、
第
二
の
者
を
最
も
重
〈
巌
し
く
課
税
す
べ
き
で
あ
る
。
結
局
、
課
税
の
上
に
て
、
第
二
の
不
在
者
を

Georgc， a. a. O. S. 719・



一
番
重
〈
第
一
の
常
民
を
中
位
に
、
第
三
の
客
人
を
ぱ
一
番
聴
く
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

第
二
段

責
産
者
韓
親
の
現
制
及
び
改
善
鴛

一
現
制
l

l
資
産
者
へ
の
課
税
は
共
有
つ
所
の
資
産
の
種
類
に
よ
り
て
異
る
。
重
な
る
も
の
を
示
せ
ば
次
の
布
、

で
あ
る
。
佃
一
し
消
費
税
は
省
〈
。

A
u立
地一

回
限
山

M
I
l
l
-
-
-
-

州
共
人
の
第
三
種
所
得
杢
額
一
千
二
百
固
以
上
の
と
き

制
常
時

l
i地
租
、
及
び
其
附
加
積
、
第
三
種
累
進
所
得
税
、
及
び
共
附
加
税
(
戸
数
割
)
、

刷
機
舎
的
に
|
|
相
調
枕
、
登
録
税
、
印
紙
税
、
地
方
に
於
け
る
不
動
産
取
得
税
、

同
所
得
金
額
一
千
二
百
闘
未
満
の
と
き

ω常
時
1

1
地
租
、
及
び
共
附
加
枕
(
戸
数
割
)
、

刷
機
舎
的
に
|
|
相
績
晩
、
時
笠
録
説
、
印
紙
税
、
地
方
の
不
動
産
取
得
税
、

ろ
特
に
自
作
農
田
畑
賃
貸
債
格
二
百
固
未
満
の
と
き

同
常
時

l
特
別
地
枝
、
及
び
其
附
加
税
、
(
戸
載
割
)
、

問
機
舎
的
に
は

!
l相
繍
枕
(
兎
視
結
以
下
と
な
り
で
か
か
ら
ぬ
こ
と
が
多
か
ら
う
)
、
整
録
税
、
印
紙
読

資
産
者
と
課
税

第
四
十
三
巻

九
七
三

第
六
競



資
産
者
と
課
税

第
四
十
二
巻

九
七
四

第
六
時
蜘

不
動
産
取
得
税
、

問
家
屋

い
持
主
の
所
得
一
千
二
百
園
以
上
の
と
き

間
常
時

l
i家
屋
説
、
及
び
其
附
加
晩
、
第
三
種
所
得
税
、
及
び
共
附
加
耽
(
戸
敷
割
)
、

問
機
合
同
的
に
|
|
相
績
税
、
整
銑
税
、
印
紙
耽
、
不
動
産
取
所
税
、

げ
門
一
所
得
一
千
二
百
園
未
満
の
正
き

U
J
i
・t苧

|

|

|

記

戸

白

も

も

も

E
H
E
T寸
川

M
Z
、、
.
3
4
久
司
〆
、

ぺ

『

目

指

s
E市
4

2

7

レ

1
F
剤
古
車

μ
F
Y
J
曲
山
中
前
」

問
機
合
的
に
|
|
相
績
税
、
整
録
積
、
印
紙
税
、
不
動
産
取
得
税
、

向
銀
行
預
金

十
常
時

1
|第
二
種
な
る
百
分
の
五
の
比
例
率
に
於
け
る
所
得
税
、
百
分
の
二
の
比
例
卒
に
於
け
る
資
本
利

子
税
、
(
戸
数
割
)
、

仏
機
合
的
に
I

相
績
税
、
印
紙
税
、

mw
園
債

い
常
時
l

百
分
の
こ
の
資
本
資
子
説
、
(
戸
数
割
)
、

仏
機
合
的
に
|
|
相
績
枕
、
印
紙
枝
、

但
祉
債



い
常
時
|
』
第
二
種
所
得
税
、
資
本
利
子
税
、
(
戸
数
割
)
、

ろ
機
曾
的
に
|
|
相
積
極
、
骨
堂
銑
積
、
印
紙
税
、
取
引
所
取
引
説
、

何
株
雰

い
所
得
一
千
三
百
園
以
上
の
も
の

同
常
時
1
1
i
(
法
人
に
つ
い
て
第
一
極
所
得
税
、
及
び
共
附
加
積
、
管
業
牧
盆
税
、
及
び
共
附
加
枕
の
か

か
る
外
)
株
券
持
主
ド
て
第
コ
一
種
所
得
税
(
但
し
配
賞
に
つ
き
凹
割
控
除
)
、
及
び
其
附
加
続
、
(
戸
薮
割
)
、

州
機
曾
附
に

l
l相
撹
明
、
情
沼
崎
川
楠
州
、
叩
問
問
、
取
引
所
収
引
閥
、

引
所
得
一
千
三
百
闘
未
満
の
も
の

山
常
時
|
|
(
法
人
に
於
け
る
第
一
種
所
得
税
、
及
び
共
附
加
税
、
管
業
牧
盆
税
、
及
び
共
附
加
耽
の
か

か
る
外
)
株
券
持
主
に
て
は
(
戸
数
割
)
、

問
機
曾
的
に

1
l相
績
税
、
登
録
枝
、
印
紙
税
、
取
引
所
取
引
枝
、

二
改
良
策

山
山
政
策
其
色
の
|
|
前
記
の
現
制
を
通
観
し
て
、
之
を
負
措
均
衡
の
趣
旨
に
よ
り
て
改
良
す
る
と
す
れ
ば
、
犬

瞳
衣
の
却
さ
志
の
が
考
へ
ら
る
る
。

川
国
債

1
ー
に
も
地
方
債
な
み
に
所
得
税
を
か
け
る
途
を
間
怖
く
こ
と
、
夏
に
取
引
所
取
引
枕
を
も
か
げ
る
ム

と

資
産
者
と
課
税

第
四
十
二
巻

九
七
瓦

第
六
時
珊

日) 拙、租枕研究六巻 160、以下、
13) 拙、増枕及び整積論、 212-213、



資
産
者
と
課
枕

第
四
十
二
巻

九
七
六

第
六
披

四

ろ
株
券
配
管

l
lの
所
得
税
に
於
げ
る
四
割
控
除
を
止
め
て
代
り
に
、
貰
際
の
利
子
控
除
を
認
め
る
こ
と
、

印
ち
推
定
的
費
用
控
除
か
ら
貫
際
的
費
用
控
除
に
移
る
こ
と

は
動
的
資
本
利
子
の
負
携
k
土
地
家
屋
枇
盆
の
負
携
と
の
均
衡
営
計
る
矯
め

川
公
債
粧
債
銀
行
預
金
の
利
子
、
貸
付
信
託
の
利
盆
の
第
二
種
源
泉
所
得
税
を
止
め
て
第
三
種
綜
A
同
課
税

勺

町

に
移
し
且
つ
資
本
利
子
枕
を
ぱ
地
租
及
共
附
加
枕
の
合
計
皮
ま
で
高
め
る
こ
と
、

川

W
又
は
、
右
の
源
泉
課
税
を
維
持
す
'
と
す
れ
ば
、
第
二
種
所
得
税
及
ポ
資
本
利
子
視
の
税
率
舎
、
地
租
及

井
、
川
加
晩
、
北
に
第
二
団
所
得
枕
の
附
加
陀
の
合
計
制
に
相
曙
「

J

ゐ
川
に
け
り
川
上
ぐ
と
に
L
t
b

に
土
地
家
屋
を
均
等
に
課
税
し
管
業
と
の
問
に
も
釣
合
を
得
し
め
る
こ
と

間
土
地
家
屋
の
税
を
共
に
聞
説
と
す
る
か
、
地
方
税
と
す
る
か
何
れ
に
か
定
め
、
偲
り
に
之
を
か
し
ろ
岡

枕
と
す
る
と
せ
ば
、
其
積
率
及
ぴ
附
加
率
を
均
等
左
す
る
こ
と
、

間
管
業
税
を
も
土
地
家
屋
の
積
と
共
に
園
耽
と
す
る
と
せ
ば
、
共
負
携
は
土
地
家
屋
よ
り
は
稿
φ
軽
〈

し
、
帥
ち
替
業
に
て
純
益
に
よ
る
こ
と
を
維
持
す
と
せ
ば
、
土
地
家
屋
に
て
色
、
現
行
、
賃
貸
債
格
よ
り
推
定
費

用
と
し
て
二
又
は
三
割
度
の
も
の
を
控
除
し
(
更
に
物
債
指
数
に
よ
り
或
度
ま
で
掛
酌
す
る
こ
と
正
し
)
、
税
率
其

も
の
は
現
行
通
り
土
地
(
家
屋
)
に
梢
冷
高
く
し
、
併
し
地
方
の
附
加
率
は
均
等
に
改
め
る
こ
と
、

何
以
上
は
主
と
し
て
直
接
基
本
枕
に
於
け
る
負
携
の
均
衡
で
め
る
。
事
に
交
通
読
に
て
土
地
出
家
屋
耽
に
は
登

録
積
、
不
動
産
取
得
税
と
い
ふ
特
殊
な
耽
が
重
く
か
か
る
共
理
会
せ
左
し
て
、
動
産
へ
の
交
通
読
を
新
設
し
て
は

Terhalle， a. a. O. S. 272. 
拙、赤字時代の財源問題 169、以下、
拙、帯税及ひ'整税論、 117-119、
拙、赤字時代、 179、以下、
拙、農業者商工業者の税負婚、C経済論叢、 E'i.t.コ巻二獄、 18-20)
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何
う
か
と
色
い
は
る
る
が
、
印
ち
か
か
る
色
の
と
し
て
貰
上
積
、
(
取
引
税
)
を
唱
へ
る
向
も
あ
石
が
、
此
買
上
積

の
快
結
が
相
営
重
大
だ
か
ら
之
を
採
る
こ
と
に
躍
踏
せ
し
め
る
。
今
日
、
取
引
所
取
引
税
が
少
く
と
も
一
部
の
動

産
に
は
か
か
る
。
之
を
少
し
〈
引
上
戸
、
る
の
は
、
弊
害
-E
少
い
と
は
い
へ
や
う
が
、
共
外
に
て
は
強
ゐ
て
課
す
る

は
穣
営
で
な
い
。
む
し
ろ
不
動
産
へ
の
整
録
枝
、
取
得
税
の
若
干
の
軽
減
を
断
行
す
る
方
が
適
切
で
あ
ら
う
。

何
批
剣
:
l
l現
行
法
の
改
正
と
し
て
は
先
づ
以
上
の
如
き
る
の
が
考
へ
ら
る
る
。
併
し
共
と
て
志
賀
行
と
な
る

と
却
今
に
た
つ
炉
し
い
。
叉
寅
行
じ
て
必
や
甘
い
成
田
市
営
費
ら
す
と
色
い
ひ
栄
ね
る
。
北
ハ
姑
eg
左
に
少
し
く
明
か

M

M

し
ゃ
う
o

h
l

一
般
的
困
難
叉
は
弊
害

山
麓
樺
界
の
動
揺
1

1
凡
ぺ
て
資
産
者
の
も
つ
財
産
の
現
在
の
債
格
は
現
在
の
税
制
を
前
提
と
し
て
定
ま

っ
て
居
る
。
其
か
ら
割
出
し
て
相
営
の
利
廻
に
て
還
元
し
た
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
今
.
負
措
均
衡
の
矯
め
に
従

来
の
穂
制
を
改
正
し
た
と
す
れ
ば
、
或
物
は
是
迄
よ
り
も
聴
く
な
り
、
他
の
物
は
一
一
暦
重
く
な
る
。
然
る
と
き
は

師
聞
く
な
っ
た
物
の
持
主
に
は
政
府
か
ら
婚
奥
を
錫
し
、
重
く
な
っ
た
方
に
は
波
牧
を
行
っ
た
結
果

rな
る
。
か
く

て
盤
油
開
界
を
動
揺
さ
せ
る
。
又
は
混
説
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
随
ふ
て
は
此
税
制
改
革
は
徐
程
の
勇
気
を
以
て
か

か
ら
な
け
れ
ば
出
来
な
い
の
で
あ
る
。

問
題
稗
界
進
展
の
阻
碍

|
l更
に
此
改
革
の
魚
め
に
経
槽
の
殺
展
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
る
と
い
ふ
一
面
が

あ
e
G
。
此
迄
よ
り
も
負
婚
の
一
一
層
饗
に
な
る
だ
け
に
て
は
、
共
徐
力
を
以
て
夏
な
る
産
業
振
興
に
資
す
る
こ
と
が

資
産
者
と
諜
積

第
六
時
制

第
四
十
二
巻

九
七
七

一
五

拙、租税研究、五巻、 90-91、19) 



資
産
者
と
課
税

第
四
十
二
巻

九
七
八

占

ノ、

第
六
競

出
来
る
で
あ
ら
う
け
れ
ど
も
、
此
迄
よ
り
も
負
携
の
加
は
る
方
面
に
て
は
、
自
ら
生
産
費
の
増
加
と
な
り
又
は
勝

京
市
へ
の
投
資
鹸
カ
の
減
少
と
な
ち
て
、
産
業
の
進
展
を
妨
げ
る
こ
と
じ
も
な
る
。
尤
も
此
迄
負
携
の
軽
か
り
し
時

代
に
徐
力
を
ぱ
費
樫
な
る
消
費
に
向
け
て
居
っ
た
部
分
も
あ
っ
て
、
新
加
現
に
よ
り
て
は
単
仁
此
部
分
を
制
限
す

る
に
過
ぎ
ぬ
と
い
ふ
こ
と
も
か
る
。
共
れ
ぢ
け
に
て
は
此
が
別
段
、
経
漕
界
に
不
利
を
持
来
た
す
と
い
ふ
こ
と
は

な

(ろ〕の
(1 )各で

闘項あ
信託 lこ る
翻!っ 0

fJt l 、
を. 1: 
長t!，

プ~i
告守
口・
J.;~， 

守I・

ひ

此
じ
肌
川
相
判
耽
や
も
取
引
別
取
引
税
か
4
h
献
す
芯
叩
」
と
は
η

-
a
h
f
b
 

u
d
A
A
m
B
I
 

ヱ
止
吉

R

一

は
正
賞

rが
、
併
し
我
邦
の
財
政
に
於
て
近
〈
園
債
に
も
多
〈
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
事
情
の
下
に
、
此
従
来
の

園
債
優
遇
の
方
法
を
止
め
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
貫
際
政
策
と
し
て
行
ひ
難
い
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

間
株
式
配
蛍
に
於
け
る
四
割
控
除
の
康
止
も
理
屈
か
ら
い
へ
ば
正
し
い
。
株
式
の
持
主
が
多
〈
は
借
金
し

此
控
除
を
行
ふ
て
居
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
貫
際
に
は
借
金
し
て
居
る
も
あ

て
之
を
持
っ
て
居
る
と
見
て
、

れ
ば
、
自
分
の
手
金
に
て
持
っ
て
居
る
も
あ
る
と
す
る
と
、
む
し
ろ
之
を
止
め
に
し
た
方
が
公
平
で
あ
り
、
そ
し

て
賃
際
借
金
し
て
居
る
も
の
だ
け
に
就
い
て
負
債
利
子
を
引
い
て
や
る
の
が
至
営
で
あ
る
。
併
し
之
を
行
ふ
と
し

て
、
貫
際
可
な
り
に
面
倒
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
免
れ
な
い
で
あ
ら
う
。
叉
将
来
は
夫
の
規
定
に
よ
り
て
株
式
が

可
な
り
寛
大
に
取
扱
は
れ
て
居
っ
た
と
し
て
、
之
が
改
革
に
よ
り
て
止
め
ら
れ
た
と
す
れ
ば
、
或
度
ま
で
株
を
有

。

つ
人
へ
の
打
撃
と
は
な
る
。

Wilken， Die Bestenerung der Einl<.ommens-lllJd Kapitalverwendung (Finanz 
ATehiv. N. F・3Bd. 4 Heft.) S. 603・



同
第
二
種
所
得
甲
の
源
泉
課
枕
を
第
三
種
綜
会
所
得
課
税
へ
ま
と
め
る
こ
と
色
、
理
論
上
は
正
賞
で
あ
る

が
、
之
に
よ
り
で
連
肢
を
多
か
ら
じ
め
て
、
共
一
一
膚
公
平
な
ら
ん
正
す
忍
目
的
が
達
成
せ
ら
れ
守
し
て
轄
ら
ぬ
か

心
配
で
あ
る
。
之
常
働
行
し
ゃ
う
と
な
れ
ば
、
園
債
地
方
債
枇
債
を
凡
ぺ
て
記
名
式
と
翁
し
、
銀
行
預
金
信
託
預

金
を
と
る
に
川
町
一
々
戸
籍
謄
本
、
印
鑑
誼
明
書
を
取
り
、
且
つ
銀
行
信
託
合
祉
の
管
業
秘
密
の
公
闘
を
も
断
行
し

な
仲
刷
れ
ば
な
ら
ぬ
。
併
し
此
が
賓
行
日
い
は
可
な
り
に
大
な
故
障
が
あ
る
や
う
で
あ
る
。

仙
川
か
く
て
第
二
種
の
源
泉
課
積
を
残
す
と
し
て
、

然
る
と
き
は
其
と
第
一
一
一
種
の
綜
合
課
暁
と
の
問
の
負
借

の
不
均
衡
は
弛
れ
な
い
し
、
共
は
併
し
忍
ぶ

t
し
で
も
、
資
本
利
子
枕
乃
査
第
二
種
所
得
耽
の
引
上
を
行
は
ゴ
る

を
符
な
い
が
骨
此
樹
の
制
執
物
件
h
L
a
動
的
査
本
い
か
非
公
示
的
性
質
を
有
り
い
か
斜
め
仁
.
組
既
刊
知
町
〈
は
捕
捉
難
寸

4
 

あ
る
my
矯
め
に
、
既
の
加
は
る
だ
け
一
居
之
が
謹
股
を
助
長
し
、
共
は
脅
か
高
け
れ
ば
高
い
ほ

E
之
佐
助
晶
一
し
、

特
に
資
本
利
子
積

G
に
於
げ
る
個
人
間
の
貸
借
に
て
一
一
層
甚
し
く
な
ら
う
し
、
更
に
耽
の
高
ま
る
矯
め
に
は
費
本

J

，‘、
H
リ

の
外
岡
逃
避
を
色
助
配
す
る
。
更
に
此
が
百
躍
が
回
避
さ
れ
rc
る
だ
け
に
て
は
、
或
は
共
が
資
本
の
持
主
に
臨
す

冊

、

る
だ
け
に
於
て
彼
に
於
げ
る
貯
蓄
を
掬
暦
し
、
共
一
炉
借
主
に
揮
す
る
だ
け
に
於
て
利
上
の
傾
向
を
色
じ
、
共
は
政

府
の
風
債
政
簾
上
必
要
な
る
利
下
方
針
と
矛
后
す
る
こ
と
に
色
な
り
、
且
つ
叉
極
済
界
の
謙
展
の
上
に
も
有
害
と

な
&
を
兎
れ
な
い
。

向
地
租
及
附
加
極
主
家
屋
稜
及
附
加
誌
と
は
之
を
均
等
に
課
程
す
る
正
し
て
、

譲
A
h
'
9
こ
と
も
出
来
る
し
、
之
を
圃
暁
に
ま
と
め
る
こ
と
也
出
来
る
。
が
地
方
に
移
す
と
す
れ
ば
地
租
の
み
で
な

之
を
凡

J~
て
地
方
に
委

t
替
業
牧
盆
税
者
も
地
方
に
移
き
な
く
て
は
な
ら
子
、
む
し
ろ
地
租
管
業
股
盆
読
を
共
催
と
し
て
家
屋
設
を
岡
稜

資
産
者
正
課
税

第
四
十
二
巻

允
七
九

第
大
輔
副

一
七
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資
産
者
と
課
税

第
四
十
二
巻

i¥ 

九
八

O

第
六
時
制

又
、
家
屋
麗
に
於
げ
る
課
税
標
準
の
決
定
が
地
方
の
手
に
あ
り

τ甘
t
行
か

ぬ
の
を
改
め
る
の
応
も
家
屋
枕
を
闘
に
移
す
方
が
好
都
合
か
志
知
れ
な
い
。
き
う
す
る
と
き
に
は
、
，
家
屋
暁
も
地

租
同
一
の
岡
家
機
闘
に
よ
り
て
統
一
的
に
課
税
標
準
を
定
め
、
且
つ
税
率
及
び
附
加
耽
の
卒
も
均
等
に
す
る
の
が

に
移
学
の
が
一
一
層
簡
単
で
も
あ
り
、

そ
れ
か
ら
之
が
課
税
物
件
及
び
標
準
決
定
の
魚
め
に
岡
家
機
闘
に
よ
る
と
し
て
も
、

民
の
み
よ
り
構
成
せ
て
地
方
支
員
を
も
之
に
協
力
せ
し
め
る
の
が
島
ま
し
い
。

共
は
岡
家
支

穣
営
で
あ
る
。

山
門
管
業
牧
盆
穂
L
」
地
租
家
屋
耽
と
の
釣
合
を
取
る
矯
め
の
施
設
は
左
ま
で
六
っ
か
し
く
あ
る
ま
い
c

ヘ
J
E
a
t
-
-ュ
ミ
カ
E
)
Z
、
〉
こ
司
ノ
方

E
こ
う
乙
・
担
、
E
b
5
司
i
A
P
一回杭「

5
2
5
-
旬
、
能

b
c

り
r

昔
話
羽

l
u
-
-
苦

g
u
-
-
L
P
b
l
!
ι
l、話
E
l
i
-
-
c
h
f
-
c
j
I
自
1
1
2
n
v

，
f
t
l

リ
J
ψ

之
が
賓
寅
譲
渡
に
重
視
を
課
し
た

k
し
た
ら
何
う
か
。
其
は
共
物
瞳
の
性
質
上
、
自
ら
蓮
肢
を
多
か
ら
し
め
、
共

団

の
捕
捉
せ
ら
る
る
だ
け
に
て
は
共
れ
だ
け
共
債
格
佐
落
し
、
保
件
を
不
利
な
ら
し
め
、
利
子
を
一
一
暦
向
上
せ
し
め

る
の
傾
を
有
ち
‘

闘
民
極
端
情
上
に
は
不
利
な
る
影
響
を
有
つ
。

結

論

ん
以
上
要
之
、
資
産
者
は
細
別
す
れ
ば
多
様
で
は
あ
る
が
、
大
躍
、
他
所
得
者
に
比
し
給
付
能
力
一
一
暦
大
で
あ
り
、

最
重
〈
課
税
せ
ら
れ
て
宜
ろ
し
い
。
而
か
も
現
制
に
て
は
却
っ
て
共
中
の
動
的
資
産
者
が
一
一
暦
軽
〈
負
ふ
で
居
る
。

で
之
を
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
負
携
均
衡
の
目
標
か
ら
種
冷
燥
す
べ
き
事
が
考
へ
ら
れ
る
が
、
共
に
は
貸
行
難

と
な
る
べ
き
事
情
が
多
々
横
は
っ
て
居
っ
て
、
共
貫
現
の
六
っ
か
し
き
も
の
が
あ
り
、
機
舎
を
得
て
は
少
し
は
改

め
ら
る
る
で
あ
ら
う
が
、
尚
ほ
動
産
的
資
本
の
持
主
の
負
措
軽
易
と
い
ふ
こ
止
は
永
く
績
く
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
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